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造園工事・剪定・エクステリア
お気軽にお問い合わせください

上富1764―6 ℡259―1200
http://www.daimon-zouen.co. jp

相談種類 曜日（祝日除） 時間 相談場所 連絡先
住民相談（弁護士等が
相談を受けます） 第 1・3 木曜 13：15 ～ 16：30 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）

女性相談 第 2・4 金曜 11：00 ～ 15：20 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）
司法書士相談 第 3 火曜 10：00 ～ 12：00 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）
行政書士相談 奇数月第 4 水曜 10：00 ～ 16：00 役場 1 階住民相談室（受付 : ロビー） 総務課（内線 404・405）
行政相談

（国の行政等への意見等） 偶数月第３木曜 13：15 ～ 16：30 役場 1 階住民相談室（受付 : ロビー） 総務課（内線 404・405）

外国人生活相談 ①毎週月曜
②毎週木曜

① 10：00 ～ 13：00
② 13：00 ～ 16：00

ふじみの国際交流センター
( ☎相談は 269-6450） 総務課（内線 404・405）

内職相談 毎週水曜 10：00 ～ 16：00 役場 2 階内職相談室 内職相談室（内線 292）

消費生活相談 ①毎週月･火 ･ 木 ･ 金曜
②毎週水曜 10：00 ～ 16：00 ①役場 2 階消費生活センター

②観光産業課
①消費生活センター（内線292）
②観光産業課（内線 214）

子育て相談 毎週月～金曜 随時受付 各保育所・子育て支援センター
第 2 保育所☎ 258-6858
第 3 保育所☎ 258-9961
子育て支援センター☎ 258-5106

児童家庭相談 毎週月～金曜 9：00 ～ 17：00 役場 2 階こども支援課 こども支援課☎ 258-0055

教育相談 毎週月～金曜 9：30 ～ 16：30 総合体育館 4 階教育相談室
電話相談は☎ 274-1023 学校教育課（内線 522）

大人の健康相談 第 3 水曜 9：00 ～ 15：30 保健センター（要予約） 保健センター☎ 258-1236

こころの健康相談 第 2 火曜 14：00 ～ 15：30 地域生活支援センター（要予約） 福祉課障がい者支援担当
（内線 176 ～ 178）

高齢者相談
（介護・認知症相談） 月～金曜 8：30 ～ 17：15

①三芳町地域包括支援センター
②みずほ苑みよし
③埼玉セントラル

①☎ 258-0019（内線 188･189）
②☎ 293-7341
③☎ 274-2080

リハビリ相談
(65 歳以上対象 ) 月１回（要問合せ） 9：30 ～ 11：00 藤久保公民館 2 階図書室（要予約） 三芳町地域包括支援センター

（内線 188・189）
福祉・生活相談
生活なんでも相談 毎週月～金曜 8：30 ～ 17：15 社会福祉協議会 社会福祉協議会☎ 258-0122

不動産相談 第 2 水曜 13：00 ～ 16：00 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 236）
マンション管理相談 第 3 月曜 13：30 ～ 16：30 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 236）

庁舎内 FAX番号内訳表
フロア 内線番号 FAX番号

1階
120～ 138 274-1050
140 ～ 158 274-1101
上記以外の 100番台 274-1051

2 階 242～ 268 274-1009
上記以外の 200番台 274-1052

3 階 300番台　 274-1054
4 階 400番台 274-1055
5 階 500番台 274-1056
6 階 600番台 274-1057

無料相談

問住民課住民担当 内 142 ～ 146

INFORMATION

安全性評価認定取得安全性評価認定取得

7 月の土曜開庁は2日 8 月の土曜開庁は 6 日 土曜開庁は
第１土曜7 月の土曜開庁は 2 日です。

役場（本庁）の住民・福祉・税務などの
一部窓口と各出張所を開庁しています。
ぜひご活用ください。本庁、出張所ともに
8:30 から 12:00 まで開庁しています。

※年末年始除く モノを買う前、捨てる前に、ぜひご利用
ください。モノを長く大切につかって、
節約やごみの減量に取り組みましょう。
 ▼  ゆずります
➊庭木・チャボヒバ (3 ～ 4m)・
　ドウダンツツジ (2m)
➋中学パワーアップゼミ（学習教材）
➌小中学生向けの教育書
➍鉢・8 号 (20 個 )・9 号 (10 個 )・
　10 号 (10 個 )
➎庭石 ( 直径 20cm 50 個 )
➏ベビーカー (A 型・ネイビー )
➐剣道防具 ( 面なし子供用、面・胴あり
　大人用 )
 ▼  ゆずってください
①藤久保中学校の体操着・ジャージ（上
　下・Ｌサイズ以上）
②女児用 22 インチ自転車 (2 台 )
③洗濯機（65cm × 65cm 以内）
④マネキン（性別問わず）
⑤ノートパソコン ( ウィンドウズ 7)
⑥藤久保中学校男子制服 (LL サイズ )
⑦アップライトピアノ
問 環境課環境対策担当内 216・217

三芳町役場 ☎ 049(258)0019（代表）〒354-8555 三芳町大字藤久保 1100 ｰ 1

ゆずります
ゆずってください

経済的な理由等で国民年金保険料を納付
することが困難な場合には、申請により
保険料の納付が免除・猶予となる「保
険料免除制度」や「若年者 (30 歳未満 )
納付猶予制度」があります。保険料の
免除や猶予を受けず保険料を納め忘れ
の状態で、万一、障害や死亡といった
不慮の事態が発生すると、障害基礎年
金・遺族基礎年金が受けられない場合
があります。手続きは、住民登録して
いる市区役所・町村役場の国民年金担
当窓口へ申請することになります。申
請書は、年金事務所または、市区役所・
町村役場の国民年金担当窓口に備え付
けてあります。平成 28 年度の免除等の
受付は、平成 28 年 7 月 1 日から開始
され、平成 28 年 7 月から平成 29 年 6
月までの期間を対象として審査します。
また、申請は原則、毎年度必要です。
問 住民課保険年金担当内 156

国民年金保険料免除等
の申請について

七夕飾りと地域に伝わる七夕の食文化
（まんじゅう）を作り、資料館の展示の
裏側の見学も行います。
▶日時：8/6 ㈯ 9:30 ～ 12:00
　　　　（雨天決行）
▶定員：15 人
▶参加費：300 円（1 人）
▶対象：小学生以上
▶場所：歴史民俗資料館　
▶持ち物：エプロン、三角巾、タオル、
　筆記用具
▶申込み：7/28 ㈭までに歴史民俗資料
　館に電話で申し込み（先着順）。
問 歴史民俗資料館☎ 258-6655

夏休み資料館体験
「七夕飾りとまんじゅう作り」

ジュニア三富塾
「七夕飾りとうどん作り」

親子で七夕飾りと地域に伝わる七夕の食
文化（手打ちうどん）と、竹のマイ箸を
作ります。
▶日時：8/7 ㈰ 9:30 ～ 14:00
　　　　（雨天決行）
▶定員：親子 10 組 (20 人 )
▶参加費：1 人 500 円
　　　　（親 1 子 1 ＝ 1,000 円）
▶対象：小学生以上の親子
▶場所：旧島田家住宅
▶持ち物：エプロン、三角巾、タオル、
　靴下
▶申込み：7/28 ㈭までに歴史民俗資料
　館に電話で申し込み（先着順）。
問 歴史民俗資料館☎ 258-6655
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普通救命講習

▶日時：7/23 ㈯ 9:00 ～ 12:00
▶場所：消防本部大講堂　
▶対象：三芳町・富士見市・ふじみ野
　　　　市在住、在勤、在学者
▶定員：30 人
▶ 申込み：7/4 ㈪～ 7/8 ㈮の間に下記

へ連絡し予約
問 入間東部地区消防組合消防本部救急課
☎ 261-6673( 平日のみ 8:30 ～ 17:00)

これまで納付猶予制度は、保険料の納付
が困難な 30 歳未満の人に限られていま
したが、平成 28 年 7 月 1 日から 50 歳
未満の人が対象となります。この制度は、
平成 37 年 6 月 30 日までの特例措置で
す。詳しくは年金事務所、または市区町
村役場の国民年金担当窓口にお問い合わ
せください。
問 住民課保険年金担当内 156

納付猶予制度の対象年齢
が50歳未満に拡大


